
お知らせ 警察

安芸高田警察署メルマガ
安芸高田警察署　☎47-0110　　   危機管理課　☎・お太助フォン 42-5625

身近な犯罪情報などをタイムリーに配信しています（右のＱＲコードから登録できます）

令和4年 年末交通事故防止県民総ぐるみ運動

不法投棄を発見したら通報を

日時、場所、ごみの種類や量、車のナンバー
などを記録し、通報してください。

12月1日（木）～10日（土）

・歩行者の安全な通行の確保
・高齢運転者の交通事故防止

・飲酒運転等の根絶
・自転車の安全利用の推進

家庭ごみが大量に投棄されているのを地
域住民が発見。連絡を受けた市は安芸高
田警察署に通報し、投棄した50代男性
（広島市在住）が書類送検されました。

8月9日（火） 美土里町北

［ ごみの不法投棄を目撃したら ］
社会環境課　環境生活係　☎・お太助フォン 42-1126
［ 通報先 ］

安芸高田警察署　☎47-0110

飲酒運転は犯罪行為です
　年末年始は飲酒が原因の事故が増加します。飲酒運転は重大な法律違反というだけでなく、
自分も他者も不幸にする最悪の行為です。飲酒後は絶対に運転しないでください。

人を死傷させた場合は、さらに重い罰則や、一生をかけても償いきれない賠償が発生することがあります。

運転者以外、「車両を提供した者」「酒類を提供した者」「車両に同乗した者」も罰則の対象です。

免許取消し
3年間免許の再取得不可
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金

免許取消し
2年間免許の再取得不可
3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

90日間免許停止
3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

アルコールの影響で車両など
の正常な運転ができない状態

酒酔い運転

呼気中アルコール濃度
0.25mg/L以上

呼気中アルコール濃度
0.15mg/L以上
0.25mg/L未満

酒気帯び運転

※前歴、およびその他の累積点数がない場合の罰則です。

ゆるさない　ハンドル・スマホの　二刀流［ 広島県交通安全スローガン ］

運動重点

発生日 場所

事案内容

個人の不法投棄に対しては、5年以
下の懲役もしくは1,000万円以下の
罰金、またはその両方が科される厳
しい罰則があります。ゴミは必ず指
定された方法で処理してください。

犯
罪
行
為

で
す
！

演題オンライン講習会
「上野千鶴子さんと考えるおひとり
さまの人生設計」
講師

社会学者　東京大学名誉教授
上野 千鶴子さん
時 12月4日（日）　13：30～15：00
所クリスタルアージョ
料無料
問甲田人権福祉センター
　☎・お太助フォン 45-4922

蜜蜂の飼育には
届け出が必要です

蜜蜂を飼育する場合は、飼育群数
が少ない場合でも「蜜蜂飼育届」の
提出が義務付けられていますので、
毎年1月末までに県に提出してくだ
さい（手数料はかかりません）。
※園芸作物の花粉交配用に飼育す

る場合など届け出が不要な場合
もあります。

問広島県畜産課
　☎082-513-3604
　広島県西部畜産事務所
　☎082-423-2441

鼓笛セット贈呈
危険物防火安全協会可愛保育園幼
年消防クラブへ、消防本部から鼓
笛セットを贈呈しました。
この事業は、一般財団法人自治総
合センターによる幼年消防クラブ
の育成および防火思想の普及啓発
を目的としたコミュニティ助成事業
で、宝くじの助成金を活用して整備
しました。

問予防課　指導係
　☎42-3951
　お太助フォン 42-3952
　 47-1191

安芸高田ウインドアンサンブル
クリスマスコンサート

毎年恒例のクリスマスコンサート。
安芸高田ウインドアンサンブル・吉
田中学校吹奏楽部が生演奏を披露
します。

時 12月3日（土）　14：00～
所美土里生涯学習センターまなび
料無料
問美土里生涯学習センターまなび
　☎・お太助フォン 59-2120

人権週間記念フォーラム
人生100年、結婚してもしなくても
女性も男性もいつかはみんな「お
ひとりさま」。おひとりさまを機嫌よ
く、自分らしく生きるための人生設
計を上野千鶴子さんと考えます。

時日時　問問い合わせ先　所場所　予予約　料料金　申申込　相相談員

広告

八千代文化施設
フォルテ

（洋会議室）

13（火）

15（木）・20（火）

22（木）・23（金）

アプリのインストール方法

インターネットの利用方法

LINE（ライン）の利用方法

場所 開催日（12月） 講習内容CBBSスマホ教室

定員　各10人※先着
予約　前日の17：15まで
問合・申込　CBBS株式会社 
 ☎050-5535-5500　お太助フォン 99-5500　　

初心者でも安心して学べるスマートフォンの講
習会を開催しています。

※講習時間は全て14：30～15：30　

スマートフォンが無
い方には体験用の
スマートフォンを貸
し出します。

お詫びと訂正
広報あきたかた11月号に誤りがありま
した。訂正し、お詫びいたします。

●P4行政情報「1世帯5万円」生活支
援給付金の問い合わせ先

〈誤〉47-5615　〈正〉47-4051

29282022.12 あきたかた 2022.12 あきたかた


